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1　

ISO
14001

の
概
要

　

ISO
14001

の
改
訂
版
で
あ
るISO

14
001

：2015

（
以
下
「
二
〇
一
五
年
版
」

と
い
う
）
が
二
〇
一
五
年
九
月
に
発
行

し
、同
年
一
一
月
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
化
さ
れ
た
。

ISO14001

の
認
証
を
継
続
ま
た
は
新
規

に
取
得
し
た
い
組
織
は
、
二
〇
一
五
年

版
に
基
づ
く
シ
ス
テ
ム
に
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

こ
こ
で
、
予
備
知
識
と
し
てISO

14
001

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。ISO

14001

は
国
際
標
準
化
機
構
が
発
行
し

て
い
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
関
す
る
規
格
で
あ
る
。
環
境
マ
ネ
ジ

　
　
　
　
　

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
は
、

環
境
に
関
す
る
取
組
み
の
ル
ー
ル
を
定

め
た
も
の
で
あ
り
、
環
境
方
針
に
基
づ

き
環
境
改
善
を
計
画
し
（Plan

）、
計
画

を
実
施（D

o

）、実
施
を
確
認（Check

）、

見
直
し
を
す
る
こ
と
（A

ct

）
が
主
な
内

容
で
あ
る
。ISO

14001

は
日
本
国
内
で

は
一
万
九
四
八
〇
（
二
〇
一
六
年
三
月

七
日
時
点
）
の
組
織
が
認
証
を
受
け
て

い
る
。
ま
た
、
環
境
省
が
毎
年
実
施
し

て
い
る
「
環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動

調
査
結
果
」（
注
）
で
は
、
調
査
対
象
と

な
っ
た
上
場
企
業
の
八
一
・
一
％
、
五

〇
〇
人
以
上
の
非
上
場
企
業
お
よ
び
事

業
所
の
四
九
・
七
％
がISO

14001

等

の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
認

証
を
取
得
し
て
い
る
と
の
結
果
に
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
内
大
企
業
で
は

一
般
的
に
認
証
を
取
得
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　

ま
た
、
認
証
は
審
査
登
録
に
よ
り
取

得
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
具
体
的
に
は

審
査
登
録
機
関
に
属
す
る
審
査
員
が
組

織
に
訪
問
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
文
書

確
認
、
現
場
視
察
に
よ
り
、
そ
の
組
織

の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
がIS

O
14001

に
基
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か

を
確
認
し
、
問
題
が
な
け
れ
ば
登
録
と

な
る
。

　

ISO14001

は
一
九
九
六
年
に
発
行
し
、

二
〇
〇
四
年
版
に
小
改
訂
が
あ
っ
た
が
、

約
二
〇
年
間
大
き
な
変
更
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
よ
く
で
き
た
規
格
と
い
え
る

が
、
社
会
情
勢
の
変
化
、
組
織
の
実
態

に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
今
回
の
改
訂
は
今
ま
で
大
き
な
変

更
な
く
運
用
し
て
き
た
組
織
に
と
っ
て
、

シ
ス
テ
ム
変
更
と
組
織
へ
の
浸
透
と
い

う
大
き
な
見
直
し
が
発
生
す
る
。

2 　

二
〇
一
五
年
版
の
改
訂

内
容

　

二
〇
一
五
年
版
が
大
幅
な
改
訂
に
な

っ
た
理
由
の
一
つ
に
、ISO

14001

、IS

ISO14001：2015における
順守評価者の力量形成
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特集 環境問題を巡る企業の対応策
O
9001

な
ど
す
べ
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
の
整
合
化
を
図
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国

際
標
準
化
機
構
）
の
中
で
、
す
べ
て
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
章
立
て
、

要
求
事
項
、
用
語
・
定
義
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
共
通
要
素
が
規
定
さ
れ

た
。
今
後
開
発
さ
れ
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
は
、
こ
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
共
通
要
素
に
基
づ

き
開
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
も
あ
りISO

14001

の
章
立
て

の
数
は
従
来
一
八
で
あ
っ
た
の
が
三
一

と
増
加
し
、
文
書
の
量
も
増
え
、
関
連

し
て
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
順
守
義
務

強
化
に
関
す
る
記
述
も
増
え
て
い
る
。

　

二
〇
一
五
年
版
で
改
訂
さ
れ
た
点
は

多
々
あ
る
が
、
筆
者
が
特
に
重
要
と
考

え
る
以
下
の
四
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

（
１
）  

経
営
と
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
と
の
一
体
化

　

経
営
と
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
一
体
化
は
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
が
「
組
織
の
事
業
プ
ロ
セ
ス
へ
の
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
要
求
事

項
の
統
合
を
確
実
に
す
る
」
こ
と
で
明

確
に
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と

し
て
用
意
さ
れ
た
の
が
、「
外
部
及
び

内
部
の
課
題
」「
利
害
関
係
者
の
要
求

た
。
こ
れ
は
、
ト
ッ
プ
が
責
任
を
持
っ

て
本
気
に
な
ら
な
い
と
、
組
織
が
動
か

な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
追
加
さ
れ
た
要

求
事
項
で
あ
る
。

（
３
） 

環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
改
善
を

重
視

　

二
〇
一
五
年
版
は
、
適
用
範
囲
で

ISO
14001

の
意
図
し
た
成
果
の
一
つ

と
し
て
「
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向

上
」
を
挙
げ
て
い
る
な
ど
、
環
境
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
の
改
善
（
環
境
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
運
用
し
た
結
果
）
を

重
視
し
て
い
る
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
重

視
の
例
と
し
て
、
従
来
は
「
手
順
の
確

立
、
実
施
、
維
持
」
の
要
求
が
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、「
決
定
す
る
」
等
の
表
現

に
変
わ
っ
て
い
る
。

　

内
部
監
査
も
、
二
〇
〇
四
年
版
に
お

い
て
監
査
は
「
適
切
に
実
施
さ
れ
、
維

持
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
た
が
、
改
訂
に
よ
り

「
有
効
に
実
施
さ
れ
、維
持
さ
れ
て
い
る
」

と
有
効
性
の
確
認
に
変
わ
っ
て
い
る
。

　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
規
格
で
は

あ
る
が
、
当
然
な
が
ら
結
果
を
出
さ
な

い
と
組
織
に
と
っ
て
シ
ス
テ
ム
の
意
味

が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
改
訂
で
あ
る
。

（
４
）
順
守
義
務
の
強
化

事
項
」
の
決
定
、こ
れ
ら
を
踏
ま
え
「
リ

ス
ク
及
び
機
会
」
を
決
定
し
、
環
境
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
中
で
管
理
す

る
と
い
う
一
連
の
流
れ
で
あ
る
。
経
営

環
境
を
把
握
し
、
リ
ス
ク
と
機
会
に
置

き
換
え
、
環
境
目
標
等
の
改
善
計
画
や

運
用
の
中
で
管
理
し
て
い
け
ば
、
経
営

と
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
一

体
化
は
進
む
。こ
の
要
求
の
背
景
に
は
、

ISO
14001

に
限
ら
ず
Ｉ
Ｓ
Ｏ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
経
営
と
は
別
に
運

用
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
反
省
が
あ
る
。

（
２
）  

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
の

明
確
化

　

二
〇
一
五
年
版
で
は
「
リ
ー
ダ
シ
ッ

プ
及
び
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
の
箇
条
が

新
た
に
設
け
ら
れ
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
役
割
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
た
め

従
来
、
暗
黙
の
う
ち
に
〝
環
境
に
配
慮

し
た
い
と
考
え
て
い
る
組
織
の
ト
ッ
プ

な
ら
当
然
実
施
す
べ
き
で
し
ょ
う
〞
と

考
え
ら
れ
る
役
割
が
規
格
要
求
と
し
て

明
示
さ
れ
た
。

　

特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ト
ッ
プ
は

「
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有

効
性
に
説
明
責
任
を
負
う
」
を
実
証
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
環
境

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
有
効
で
あ

る
か
ど
う
か
は
ト
ッ
プ
の
責
任
と
な
っ

　

二
〇
一
五
年
版
で
順
守
義
務
が
強
化

さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
将
来
課
題
ス
タ
デ
ィ

グ
ル
ー
プ
が
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
中
に
設
置
さ
れ
、

一
一
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
提
言
を
取
り

ま
と
め
、
そ
の
中
で
「
環
境
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
法
令
及
び
外
部
利
害

関
係
者
の
要
求
事
項
の
順
守
」
が
取
り

上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

ISO
14001

で
い
う
順
守
義
務
と
は
、

適
用
さ
れ
る
法
律
お
よ
び
規
制
の
よ
う

な
強
制
的
な
要
求
事
項
や
、
組
織
お
よ

び
業
界
の
標
準
、
契
約
関
係
、
行
動
規

範
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
合
意
な
ど
自
ら
同
意

し
た
要
求
事
項
を
含
む
広
い
概
念
で
あ

る
。
法
令
に
加
え
て
、
組
織
の
判
断
で

順
守
す
べ
き
こ
と
を
決
め
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。

3 　

順
守
義
務
強
化
の
内
容

（
１
）
順
守
義
務
に
対
す
る

要
求
事
項
の
追
加

　

二
〇
〇
四
年
版
に
お
い
て
順
守
義
務

は
、
規
格
中
五
カ
所
に
記
述
さ
れ
て
い

た
が
、
二
〇
一
五
年
版
で
は
一
六
カ
所

に
増
え
て
い
る
。
数
だ
け
で
い
え
ば
三

倍
に
増
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な

追
加
は
絞
ら
れ
る
（
次
頁
図
表
１
）。
主

な
追
加
は
①
利
害
関
係
者
の
要
求
事
項

（注）「平成25年度　環境にやさしい企業行動調査　調査結果」（平成27年3月、環境省）。
▶http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/kigyo/h25/index.html
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と
順
守
義
務
を
捉
え
（4.2

）、
順
守
義

務
・
要
求
事
項
に
関
す
る
「
リ
ス
ク
及

び
機
会
」
を
決
定
し
（6.1

）
環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
管
理
す
る
こ
と
、

②
順
守
義
務
（7.2

、7.3

）
と
順
守
評
価

（9.1.2

）
に
対
し
認
識
ま
た
は
力
量
を

必
要
と
し
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

中
で
対
応
す
べ
き
リ
ス
ク
お
よ
び
機
会

を
決
定
し
、
改
善
す
る
か
、
問
題
が
発

生
し
な
い
よ
う
に
維
持
管
理
を
す
る
。

二
〇
〇
四
年
版
で
も
順
守
義
務
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
リ
ス
ク
お
よ
び
機
会
を
決

定
す
る
必
要
は
な
く
、
利
害
関
係
者
の

要
求
事
項
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
２
）
リ
ス
ク
お
よ
び
機
会
の
決
定

　

二
〇
一
五
年
版
で
は
利
害
関
係
者
の

要
求
事
項
お
よ
び
順
守
義
務
に
関
連
す

る
リ
ス
ク
お
よ
び
機
会
を
、
図
表
２
の

例
で
示
す
よ
う
に
決
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
お
よ
び
機
会
に

す
べ
て
対
応
す
る
必
要
は
な
く
、
こ
の

こ
の
ツ
ー
ル
に
よ
り
、
利
害
関
係
者
の

要
求
事
項
、
順
守
義
務
を
経
営
に
反
映

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
３
）
順
守
義
務
へ
の
力
量
強
化

　

順
守
義
務
に
関
連
す
る
力
量
と
し
て

強
化
さ
れ
た
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

①　

順
守
義
務
を
果
た
す
た
め
の
力
量

　

順
守
義
務
を
果
た
す
た
め
の
力
量
と

し
て
は
、法
令
で
定
め
ら
れ
た
資
格（
例

：
公
害
防
止
管
理
者
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
管

理
士
等
）、
資
格
以
外
の
組
織
が
定
め

る
力
量（
例
：
公
害
防
止
施
設
の
運
転
、

環
境
配
慮
製
品
の
開
発
、
環
境
配
慮
製

品
の
販
売
等
）
が
あ
る
。
後
者
は
、
資

格
は
必
要
な
く
と
も
順
守
義
務
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
。

②　

順
守
の
評
価
を
す
る
た
め
の
力
量

　

ISO14001

で
は
順
守
の
評
価
と
い
う

仕
組
み
が
あ
り
、
順
守
義
務
を
日
常
的

に
維
持
で
き
て
い
る
か
を
定
期
的
に
確

認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
順

守
義
務
は
日
常
管
理
で
当
然
果
た
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
当
に
順
守

で
き
て
い
る
か
自
己
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。

一
方
、
こ
の
順
守
の
評
価
で
順
守
義
務

の
漏
れ
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。

　

理
由
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
順
守
義

務
の
日
常
管
理
者
が
、
順
守
義
務
の
評

図表１　順守義務の追加
規格箇条 順守義務 2004年版からの追加・変更内容

4.2利害関係者のニーズ
及び期待の理解 「組織の順守義務となるもの」を決定

利害関係者のニーズ及び期待（要
求事項）を決定し、その要求事項
のうち順守義務を決定する。

6.1リスク及び機会への
取組み6.1.1　一般

「環境側面」「順守義務」「外部及び内部の課
題」「利害関係者の要求事項」に関連する「リ
スク及び機会」を決定

順守義務、利害関係者の要求事項
を発生源とする“リスク及び機会”
を決定する。

7.2力量 「順守義務を満たす組織の能力に影響を与
える業務」の力量

順守義務を果たすための力量が必
要であることが明示された。

7.3認識 「順守義務を満たさないことを含む、EMS
要求事項に適合しないことの意味」の認識

従来の“自覚”が“認識”になり、
順守義務に対して認識することが
追加された。

9.1.2順守評価
「順守義務を満たしていることを評価する
ために必要なプロセス」を確立、実施、維持。
「順守状況に関する知識及び理解を維持」

順守評価をするための“知識及び
理解を維持”が追加となった。

図表２　利害関係者の要求事項とリスクおよび機会の例
利害関係者 ニーズ及び期待（要求事項） 順守義務 リスク（▲）及び機会（◎）

顧客
（納入先、消費者）

多品種少量発注 ─ ▲コストの増加
◎対応による受注増

省エネ製品 ─ ▲開発できない、遅れる
◎開発による競争力強化

自社環境性能（自社ラベル等）
の順守 ○ ▲ラベルのミス

◎顧客信頼・企業ブランドの向上

地域
（周辺住民、自治会）

地域協定順守 ○ ▲地域協定不順守
◎地域の信用増加

地域活動への参加 ─ ▲不参加による不信
◎地域の信用向上

行政 環境法令順守 ○
▲環境法令不順守
◎環境ビジネス拡大
◎早期対応による競争力強化

図表３　環境法令検定の概要
試験日程 2016年9月1日～ 9月30日 申込期間 2016年8月1日～ 9月27日

申込方法 ウェブ申込み 受験料 9,000円（税別）

試験場所 全国47都道府県・160カ所のCBT会場

試験方法 CBT試験：コンピューター端末を利用した試験

受験資格 学歴、年齢、性別、国籍、保有資格など、一切の制限はありません

受験料払込締切 申込期間と同じ

出題範囲 大気汚染防止法、水質汚濁防止法廃棄物処理法、省エネ法など、代表的な環境法令から出題。
詳細は当検定ウェブサイトを参照

出題方式 全問4択問題 結果発表 試験終了と同時に確認可能

主催者 ㈱パデセア
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あ
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